
［届出に関する事項］

［７］運動器リハビリテーション料(Ⅱ)に関する施設基準

当該保険医療機関において、専任の常勤医師が１名以上勤務していること。（１）

リハビリテーションに関する記録（医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等）は患者ごとに
一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。

（５）

定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。（６）

専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士がいずれか１名以上勤務していること。ただし、回
復期リハビリテーション病棟における常勤の従事者との兼任はできないが、脳血管疾患等リハ
ビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)及び障害児（者）リ
ハビリテーション料における常勤の従事者との兼任は可能であること。なお、ここでいう「専従」と
は、当該保険医療機関の専用の機能訓練室で行うリハビリテーションについて、当該リハビリテ
ーションを実施する日若しくは時間に専ら従事することをいうこと。

（２）

 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室（少なくとも、病院については100平方メ
ートル以上、診療所については45平方メートル以上）を有していること。なお、当該専用の機
能訓練室は、疾患別リハビリテーション及び障害児(者)リハビリテーションを実施している
時間帯において「専用」ということであり、同一の時間帯において疾患別リハビリテーション
又は障害児(者)リハビリテーションを同時に行うことができる。また、当該療法を実施する
時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。

（３）

 治療・訓練を行うための以下の器具等を具備していること。
各種測定用器具（角度計、握力計等）、血圧計、平行棒、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補
助具 等

（４）

運動器リハビリテーション料(Ⅱ)施設基準に係る届出は、別添２の様式41を用いること。１
当該治療に従事する医師、理学療法士及び看護師の氏名、勤務の態様（常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別）及
び勤務時間について別添２の様式４を用いて提出すること。なお、従事者が心大血管疾患リハビリテーションの経験を有す
る者である場合には、勤務歴等を備考欄に記載すること。

２

当該治療が行われる専用の機能訓練室の配置図及び平面図を添付すること。３
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